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タンザニア連合共和国 

包括的マラリア対策プロジェクト 

外部評価者：早稲田大学 樋渡 類 

０．要旨 

本プロジェクトは、同国の保健・マラリア政策、開発ニーズ及び我が国の援助政策と整

合しており、妥当性は高い。マラリア診断と環境マネジメントの両コンポーネントは一部

プロジェクト目標の達成が不十分であったものの、マラリア看護コンポーネントについて

は達成された。一方で上位目標については、計画との比較評価および本プロジェクトの貢

献度を測定することはできないが、マラリア看護コンポーネントは一定の貢献をしている

ものの、マラリア診断コンポーネントおよび環境マネジメントコンポーネントは十分に貢

献していないと推測される。したがって有効性・インパクトは中程度である。協力期間は

計画内に収まったが、業務調整員の投入が遅れる等、投入要素の一部が不適切であり、協

力金額が計画を若干上回ったため、効率性は中程度である。マラリア看護コンポーネント

で発現した効果は持続性が高いが、他の２コンポーネントは政策制度／体制／技術／財務

それぞれに問題があるため、総合的な持続性は中程度である。 

以上より、本プロジェクトの評価は、一定の効果発現が見られたが、一部課題があると

いえる。 

 

１．案件の概要 

  

    プロジェクト対象地1        県看護トレーナーによるマラリア看護研修 

 

                                                  
1 実際の対象地は、同国全土から 16 市・県（当時。現在の行政区分では 17 市・県）が選定された。 
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1.1 協力の背景 

タンザニアにおいてマラリアは、HIV/エイズと並び大きな社会的・経済的負担を及ぼし

ている疾患のひとつである。同国におけるマラリアの患者数は、年間 1400 万人から 1800

万人にのぼっており、医療施設を訪れる外来患者全体の 40％を占める。うち 110 万人は入

院が必要な重篤状態に陥り、年 10 万人が死亡している。また、マラリアで死亡する患者の

大部分が妊産婦および 5 歳未満児である2。 

かかる状況に対して同国政府保健省（Ministry of Health: MoH。プロジェクト実施中に保

健社会福祉省 Ministry of Health and Social Welfare: MOHSW に改称）は、国家マラリア対策

プログラム（National Malaria Control Program: NMCP）を策定し、実施を進めてきた。NMCP

は世界保健機構（World Health Organization: WHO）が各国と共同で推進している「ロールバ

ック・マラリア・イニシアチブ」（Roll Back Malaria initiative: RBM）が勧める「早期診断」

と「早期治療」を基本に位置づけている。 

国際協力機構（JICA）はこうした同国政府の努力を支援するため、1986 年より無償資金

協力を中心としたマラリア対策協力活動を実施し、さらにその後 1993 年から 2002 年まで、

アクリジンオレンジ染色（Acridine Orange: AO）法3を使ったマラリア迅速診断法および看護

師に対する重篤マラリア患者管理、早期治療法について現地国内研修を実施した。その結

果 2003 年には、AO 法を使ったマラリア診断法がタンザニア臨床検査技師会および MOH

にてマラリア標準診断法のひとつとして認定された。 

このような状況を踏まえ、MOH は AO 法のさらなる活用によるマラリア迅速診断及び包

括的小児疾患対策と連携した看護師によるマラリア患者の管理法の地方への普及、ならび

に環境管理による都市マラリア感染の低減を目的として、我が国に対して本技術協力プロ

ジェクトが要請された。 

1.2 協力の概要 

上位目標 マラリアによる死亡率が減少する。 

プロジェクト目標 

1. 医療施設で、患者の看護と診察に重点を置いたエビデンスベー

スの（科学的根拠にもとづく）ケースマネジメントの質が改善

される。 

2. ハマダラ蚊生息地域を減少させるための持続的環境マネジメ

ントモデルが確立される 

成果 
 マラリア看護コンポーネント 

 成果 1 看護講師(県代表)のマラリア看護研修を実施するための能力が向上

                                                  
2 本プロジェクトの事前評価報告書(2004 年)による。 
3 1991 年に名古屋大学（当時）の川本文彦教授が発明したマラリア顕微鏡診断法の一つ。従来のギムザ法

よりも迅速・正確・簡単である一方、ハロゲン光源を使った顕微鏡が必要となる。 
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する 

 成果 2 看護講師(県代表)の知識・技術が各県で現場の看護師に伝授される 

 マラリア診断コンポーネント 

 成果 3 

検査技師が AO 法(アクリジン・オレンジ染色法)によるマラリア検

査と AO 法用顕微鏡の保守管理に関する知識・技術を修得し、

CHMT(Council Health Management Team)への定期的報告の項目・手

順を理解する 

 成果 4 
医療施設が AO 法用顕微鏡を維持管理し、AO 法用消耗品を調達す

るための体制が確立する 

 環境マネジメントコンポーネント 

 成果 5 ダルエスサラーム市の既存のマラリア排水溝 4が清掃される 

 成果 6 
ダルエスサラーム市のコミュニティがハマダラ蚊対策のための環

境整備を実施する体制が確立する 

投入実績 

【日本側】 

1. 専門家派遣  

 長期専門家 1 人 

 短期専門家 6 人 

2. 機材供与 3,632 万円 5 

3. 現地業務費 1 億 2,229 万円 

（一般管理費・事務費、研修費等） 

4. その他 

 運営指導調査団（2007 年 2 月） 

 終了時評価調査団（2007 年 7 月） 

【タンザニア側】 

1. カウンターパート配置 2 名 

2. 土地・施設提供 プロジェクト事務室、電気・水道代、研修・

セミナー施設 

3. ローカルコスト負担 顕微鏡パーツ・消耗品などの購入、 

カウンターパート給与、研修予算（日本側負担分以外） 

協力金額 2 億 9,000 万円 

協力期間 2004 年 11 月 ～ 2007 年 11 月 

相手国関係機関 保健社会福祉省（MOHSW。プロジェクト開始時は保健省:MOH）、

                                                  
4 本プロジェクトではハマダラ蚊の生息地となる排水溝を「マラリア排水溝」と呼称してきており、本報

告書もそれに倣うこととする。 
5 プロジェクト終了時点の金額。レートは2007年11月30日時点の1タンザニアシリング=0.11円を採用。

現地業務費も同様。 
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国家マラリア対策プログラム（NMCP） 

我が国協力機関 なし 

関連案件 

1988 年～2002 年に断続的に実施されてきたマラリア対策関係プロ

ジェクト（現地国内研修等）、ケニア国国際寄生虫対策プロジェク

ト、都市マラリア対策プロジェクト（スイス熱帯研究所(STI)、ビル・

メリンダ・ゲーツ財団）、マラリア対策パイロットプロジェクト（世

界エイズ・結核・マラリア対策基金(GFATM)、STI、プリンストン

大学）、国家マラリア対策等に割り当てられている保健セクターコ

モンバスケットファンド、各種の蚊帳普及プロジェクト（GFATM、

国連児童基金(UNICEF)、スイス政府、英国・オランダ大使館、国際

NGO 等）、ザンジバルにおけるマラリア治療薬のガイドライン策定

支援と治療薬供与（GFATM）、WHO の RBM 事務所による国内マラ

リア対策全般支援。 

 

 

1.3 終了時評価の概要 

1.3.1 終了時評価時の上位目標への貢献度 

終了時評価時点で入手可能なマラリア死亡率の最新データは 2005 年に集計したものだっ

たため、2004 年末に開始された本プロジェクトの貢献度を測ることはできなかった。 

1.3.2 終了時評価時のプロジェクト目標達成見込み 

 マラリア看護コンポーネントは、当初の目的を十分に達成した。マラリア診断コンポ

ーネントでは、8 割以上の医療施設で AO 顕微鏡が稼働しており、本プロジェクトで構築し

たシステム（検査記録管理、精度管理、AO 顕微鏡の保守点検・メンテナンス、消耗品の確

保など含む）が終了時評価時点では機能しており、ほぼ目的を達成した。環境マネジメン

トコンポーネントについては当初目的の多くを達成した。 

1.3.3 終了時評価時の提言内容 

マラリア看護コンポーネントについては、今後のマラリア治療を推進していくために、

プロジェクト終了時までに可能な限りタンザニア国内のみならず国外向けにも本モジュー

ルの紹介を行っていくべきである。プロジェクト終了後は、本プロジェクトで実施された

研修を卒前・卒後教育で実施していくこと、州レベルにおいて県の指導者を育成していく

ような階層的・段階的な研修を実施すること、研修内容の定期的な見直しをかけることが

必要である。 

マラリア診断コンポーネントについては、保健福祉省における顕微鏡診断における管理
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能力強化、AO 法実施に必要な備品の確保、メンテナンスに関する連絡先などを記入したリ

ソース・ディレクトリーの作成、などをプロジェクト終了までに行っていくべきである。

プロジェクト終了後は、AO 法とその他の診断方法のそれぞれの位置づけについて戦略を策

定すること、州レベルで技術的助言やサポートを県レベルの技術者に行っていくことが必

要である。 

環境マネジメントコンポーネントについては、マラリア排水溝の清掃によるインパクト

調査の結果を用いて、効果について具体的に示していくことが必要である。終了後は、地

方自治体、住民組織に加え保健福祉省を含む 3 者間の協力を強化すること、その 3 者で住

民にマラリア予防に関する知識を普及させていくことが必要である。 

 

2．調査の概要 

2.1 外部評価者 

 樋渡 類 （早稲田大学） 

2.2 調査期間 

 今回の事後評価にあたっては、以下のとおり調査を実施した。 

 調査期間：2010 年 12 月～2011 年 12 月 

 現地調査：2011 年 2 月 14 日～2 月 27 日、7 月 19 日～8 月 1 日 

2.3 評価の制約 

 当プロジェクトでは、目標や成果の指標および目標数値が、実施運営や評価において現

実的に活用できるよう設定されておらず、また、上位目標およびプロジェクト目標につい

てはベースラインデータも取れていなかった。また、同国においてマラリア対策にかかる

適切な指標設定・データ整備が体系的に開始されたのは、「NMCP モニタリング評価計画

（NMCP Monitoring and Evaluation Plan） 2008-2013」が策定された 2008 年以降のことであ

る。そのため、プロジェクト実施前後で比較した定量的な評価は、限定的にしか実施でき

なかった。 

 

3．評価結果（レーティング：C6） 

3.1 妥当性（レーティング：③7） 

3.1.1 開発政策との整合性 

                                                  
6 A：「非常に高い」、B：「高い」、C：「一部課題がある」、D：「低い」 
7 ③：「高い」、②：「中程度」、①：「低い」 
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2003 年 11 月~2004 年 2 月の計画時において、MOH はマラリア対策の基本政策として

NMCP の中期戦略計画（2002-2007）を策定し遂行していた。これには RBM の基本である

「早期診断・早期治療」が強調されており、また、媒介動物対策も重点戦略と位置付けら

れていた。したがって本プロジェクトは、同国の政策プライオリティを踏まえたコンポー

ネントが選択されたと評価できる。 

ただし、同計画においてはマラリア看護に関するガイドライン・執務参考資料の改善や

研修の普及という方策が指定されており本プロジェクトの看護コンポーネントの整合性が

確認できる一方で、早期診断を促進する上でどのようなマラリア検査手法が推奨かという

点については、特に指定されていなかった。実際、AO 法の特徴は「迅速」診断であって、

その技術の普及だけで「早期」診断が実現されるわけではない。第１次事前調査の議事録

にもその点が明記され、AO 法診断は末端の医療施設で適切に使われて初めて「早期」診断

の促進に貢献する技術であると強調されている。 

また同計画では、媒介動物対策についても、マラリア蚊が生息する排水溝の修復とメン

テナンスが費用対効果の高い方策として言及されている一方で、本プロジェクトが力点を

置いたコミュニティ住民による清掃活動というアプローチについては記載がなかった。 

プロジェクトの終了時点（2007 年 11 月）においても、基本的には同中期計画が大きな変

更なく遂行されていた。しかしながら、同国のマラリア対策は、技術面・資金面で GFATM

の影響を強く受ける。2007 年の GFATM 資金申請において MOHSW が、マラリア簡易テス

トキット（Rapid Diagnostic Tests: RDTs）の普及に焦点を絞る一方で顕微鏡診断強化のコン

ポーネントを大幅に縮小することを決定8し、GFATM に承認されるなど、AO 法診断そのも

のの政策との整合性は弱まっていった。また媒介動物対策についても、「コミュニティ住民

による清掃活動」アプローチは、次期中期計画（2008-2013）においてなお明記されるに至

らなかった。診断技術の主流化に関する将来動向をプロジェクト計画時に予見することは

困難であったと思われるが、こうした技術やアプローチのレベルでの政策整合性が完全に

は担保されていなかったことは、後に述べるように持続性に影響を与えた。 

3.1.2 開発ニーズとの整合性 

プロジェクト計画時の最新の統計9では、同国におけるマラリアの年間患者数は 1,400～

1,800 万人にものぼり、全医療施設の外来患者の 40％を占めていた。そのうち 110 万人は入

院による治療が必要な重篤な症例であり、年間約 10 万人以上がマラリアにより死亡してい

                                                  
8 2006 年と 2007 年の GFATM 資金申請に際して、本プロジェクトの長期専門家が顕微鏡診断強化部分の

プロポーザル作成を支援した。しかしながら、2006 年の申請は GFATM により却下された。2007 年は、

申請直前に MOHSW が上記の方針転換を決定した。この方針転換の背景は、事後評価における NMCP 関

係者への聞き取りによれば、マラリア対策の経常予算の多くを外部資金に依存しているタンザニア政府と

しては、GFATM の推奨技術（AO 法よりも RDTs）の普及に注力せざるを得ないというものであった。 
9 本段落の情報源は、事前評価報告書および同国国家マラリア対策計画（2004～2007 年）である。それぞ

れのデータは、2000 年～2003 年の WHO あるいは同国政府による統計から引用されている。 
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た。マラリアは HIV/AIDS と並んで、同国における最重要疾患のひとつであった。また、同

国全土の 80％以上は「マラリア浸淫地域」に分類され、マラリアで死亡する患者の大半が

５歳未満児及び妊婦であった。以上のように、マラリア対策へのニーズは非常に高かった

と言える。 

また、NMCP 中期計画の中間評価報告書（2003 年）では、「蚊帳の普及に関する活動は国

内で十分に展開されており、現在のところ資金の不足はない」と報告している。本プロジ

ェクトが他ドナーとの棲み分けを念頭において、資金的・技術的なニーズが根強い分野に

焦点を当てたことは適切であった。 

3.1.3 日本の援助政策との整合性 

日本政府は世界的なマラリア対策に関して、1997 年に提案された「橋本イニシアティブ」

と、2000 年に発表された「沖縄感染症イニシアティブ」 を戦略的な拠り所としている。 

また計画時に有効であった外務省の対タンザニア国別援助計画（2000 年版）においては、

中核病院への医療器材の供与や、マラリア抑制のためのプロジェクトを継続すること、特

に地方における医療サービスを充実していくことが大きな課題であると指摘されている。 

このように本プロジェクトは、我が国のマラリア対策に対する基本戦略及び同国に対す

る日本の援助政策と合致していた。 

 

以上より、本プロジェクトの実施は同国の開発政策、開発ニーズ、日本の援助政策と十

分に合致しており、妥当性は高い。 

3.2 有効性・インパクト（レーティング：②） 

本プロジェクトでは、各成果、プロジェクト目標、上位目標の指標に対する目標数値は

事前設定されていなかった。プロジェクト・デザイン・マトリクス（Project Design Matrix: 

PDM）に指標自体は定義されていたものの、プロジェクト実施運営時には定量的な管理・

モニタリングがなされておらず、定性的な目標設定と進捗管理にとどまっていた。このこ

とは、2007 年 2 月（プロジェクト終了の 6 ヶ月前）に実施された運営指導調査時点で、そ

の後の終了時評価に向けてプロジェクトに指標データ収集の負担をかけないように配慮し、

既存の指標をもとに PDM 指標の改訂を行ったことにも現れている（変更前の指標は定量的

に計測できない表現であったが、この時点でようやく計測可能な表現に書き換えられた）。

したがって、以下では、計画（あるいは目標）対比での評価は行っていない。 

3.2.1 有効性 

3.2.1.1 プロジェクトの成果（アウトプット） 

【マラリア看護コンポーネント】 
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1）成果 1 看護講師(県代表)のマラリア看護研修を実施するための能力が向上する 

プロジェクトが実施した講師研修の研修前・研修後のテストの結果（下表参照）によれ

ば、研修の受講後テストでは、平均正答率が受講前より 29～44 ポイント上昇し 80%前後に

達している。 

表 1 成果 1 の達成状況 

指標* 実績 

①講師研修を受講した看護講師(県

代表)の数 

34 人 

②講師研修でテストに合格した看

護講師(県代表)の割合 

当該研修の平均点は、2006 年 1 月の研修では受講前

テスト 53%が受講後テスト 82%に、2006 年 11 月は受

講前 35%が受講後 79%に上昇 

出所：終了時評価調査報告書（2007 年 8 月）および英文 Final Report（2008 年 1 月）に基づき事後評価調

査団作成。 

* 計画時～終了時評価において、各指標の計画（目標）数値は設定されていなかった。 

また事後評価調査団が実施した聞き取り・質問票調査（対象はプロジェクトの活動が実

施された 17 の県および市10の医務官や検査技師・看護師）によれば、17 市県中 16 県で看護

講師は研修実施の能力がついたと回答している（1 県は無回答）。同様に事後評価調査団が

実施した受益者調査11によれば、各市県の看護師は 104 人中 103 人が、県看護師が実施する

研修に対して「満足した」と回答している。満足した具体的な内容として多かったものは、

「5 歳以下の子どもに重点を置いた内容」 (80 人/104 人)、「妊婦に重点を置いた内容」 (78

人/104 人)、 「講師のファシリテーション」(63 人/104 人)等であった。 

このように、マラリア看護講師（県代表）の能力は一定程度（研修講師を継続できる程

度に）向上しており、成果 1 は達成されたと考えられる。 

2）成果 2 看護講師(県代表)の知識・技術が各県で現場の看護師に伝授される 

プロジェクトで実施したベースライン調査（サンプル数は 176 人）とインパクト調査(サ

ンプル数は 92 人)の比較分析（下表参照）によれば、平均正答率が受講前より 30 ポイント

強上昇し 70%程度に達している。 

                                                  
10 プロジェクト実施時には 16 市県であったが、終了後に 1 県が分割され計 17 市県となった。 
11 本プロジェクトの支援で、各市県のトレーナー看護師による研修を受講した現場の看護師 128 人に受益

者調査票を配布し、対面や電話等でフォローアップしながら回答を得た。プロジェクトが対象としたうち

の 16 市県から、合計 104 サンプルを回収した。 
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表 2 成果 2 の達成状況 

指標* 実績 

①看護講師(県代表)が実施する

マラリア看護研修を受講した看

護師の数 

558 人 

②マラリア看護研修でテストに

合格した看護師の割合 

プロジェクト期間中の全研修の平均点は、受講前テスト

39.2%が受講後 72.3%に上昇（全対象地域で上昇） 

出所：終了時評価調査報告書（2007 年 8 月）および英文 Final Report（2008 年 1 月）に基づき事後評価調

査団作成。 

* 計画時～終了時において、各指標の計画（目標）数値は設定されていなかった。 

また、このインパクト調査では、間接的な証拠として、患者とその付添者の退院時の知

識も向上したことが明らかになった12。 

さらに、事後評価調査団が実施した受益者調査によれば、プロジェクトを通じて作成さ

れたカリキュラムや教材類を活用し、受講者からの評判が極めて高い研修が展開された（満

足度に関する回答データは上述の通り）。この受益者調査では、受講した現場の看護師の大

半が研修を通じて自己効力感を高めたと回答した(99 人/104 人)。具体的なスキル向上の内容

としては、「自分で一次診断ができるようになった」「マニュアル通り対処すればよいケー

スが増え自信がついた」「回復したようにみえても薬を飲み切ること、水分を十分にとるこ

と等適切な指示ができるようになった」等が報告された。 

また、今も研修教材を 2-3 ヶ月に 1 回以上の頻度で参照している(95 人/104 人)、研修を受

講していない看護師への普及を工夫している(83 人/104 人)等、研修の効果が現場で持続・普

及しやすい研修内容であったことが示唆される。 

このように、看護講師(県代表)の知識・技術が各県で現場の看護師に伝授され、スキル向

上につながっており、成果 2 は達成されたと考えられる。 

本コンポーネントは、同国の階層的な保健行政システムを踏まえて段階的な研修普及制

度(カスケード方式13)を取り入れたことにより、タンザニア側の主体性を引き出すことがで

きた。また、このカスケード研修の実施可能性を高めるために、モニタリングを含んだ研

修カリキュラム、各市県が予算化するための標準予算案を研修パッケージに含めた。さら

に、電気の無い地方県でも研修を実施できるようフリップチャート等の「ローテク」を活

                                                  
12 看護師の研修前および研修後でそれぞれ 55 人の入院患者とその付添者に対し、退院時点でマラリア患

者自身が身につけるべき基本的なに事項 6 点の質問をしたもの。看護師が研修を受講した後の入院患者は、

全ての質問項目について正答率が上昇した。 
13 国家レベルから各市・県まで段階的に技術を普及させるアプローチを、本プロジェクトでは「カスケー

ド方式」と呼んでいた。具体的には、まず NMCP が主体となってナショナル・トレーナー研修を実施し、

そのナショナル・トレーナーが市・県のマラリア看護担当者に対して現職トレーナー訓練を行う。それに

よりトレーナーとして認定された市・県のマラリア看護担当者が、各地域の保健診療施設担当者に対して

訓練を行うものである。 



 

 10

用し、また現地人材（講師および受講者）を初期から巻き込んでコンテンツを作りこむこ

とで、ユーザーフレンドリーな研修マテリアルを策定した。こうした各種工夫も成果達成

につながったと評価できる。 

 

【マラリア診断コンポーネント】 

 

3）成果 3 検査技師が AO 法によるマラリア検査と AO 法用顕微鏡の保守管理に関す

る知識・技術を修得し、CHMT への定期的報告の項目・手順を理解する 

プロジェクトが実施した AO 法診断研修の研修前・研修後のテストの結果（下表参照）に

よれば、研修の受講後テストでは、いずれの回も平均正答率が受講前より 10～30 ポイント

強上昇し 85%以上に達している。 

表 3 成果 3 の達成状況 

指標* 実績 

①研修を受講した検査技師の数 95 人 

②研修でテストに合格した検査技

師の数 

 2005 年 9 月研修： 

敏感度(Sensitivity) 受講前 75.5%→受講後 93.1% 

特異性(Specificity) 受講前 76.5%→受講後 86.3% 

 2007 年 1 月研修： 

敏感度(Sensitivity) 受講前 58.0%→受講後 87.5% 

特異性(Specificity) 受講前 90.9%→受講後 89.8% 

 2007 年 9 月研修： 

敏感度(Sensitivity) 受講前 71.1%→受講後 91.1% 

特異性(Specificity) 受講前 80.0%→受講後 93.3% 

出所：終了時評価調査報告書（2007 年 8 月）および英文 Final Report（2008 年 1 月）に基づき事後評価調

査団作成。 

* 計画時～終了時において、各指標の計画（目標）数値は設定されていなかった。 

また、事後評価調査団が実施した市県関係者への聞き取りによれば、ほぼ全対象市県(16

市県/17 市県)で満足のいく研修効果を認めている。具体的に修得された内容としては、「（研

修を受講した）すべての技師が AO 法診断の手順を習得した」「他の手法との適切な組み合

わせを理解した」「日々の管理・手入れのスキルを学んだ」等が報告された。 

このように、研修を受講した大半の検査技師が AO 法によるマラリア検査や顕微鏡維持管

理の知識・技術・手順を修得しており、成果 3 は達成されたと考えられる。 
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4）成果 4 医療施設が AO 法用顕微鏡を維持管理し、AO 法用消耗品を調達するため

の体制が確立する 

AO 法診断の普及に向けては、顕微鏡の維持管理および消耗品・スペアパーツ調達体制の

確立が鍵となることが、事前評価時から繰り返し強調されていた。事後評価における日本

人専門家への聞き取りによれば、本プロジェクトは、こうした体制構築にリスクがあるこ

とを承知の上で、プロジェクトの努力により AO 法診断を同国の診断手法として大規模に普

及させることを目指した（それにより商業ベースで消耗品やスペアパーツの流通も確保さ

れることを期待した）とのことである。 

プロジェクトが 2007 年 6 月に実施した AO 法診断の適用状況調査（供与した 65 施設のう

ち 49 施設で調査14）によれば、41 施設が稼働中で、稼動していない 8 施設15は主として検

査技師の不在が原因であると分析されている。 

ただし事後評価においては、プロジェクト実施時点から問題視されていた「供与された

AO 法顕微鏡の故障が適切に修理されない」「AO 法顕微鏡のスペアパーツや試薬が入手でき

ない」といった状況16が、プロジェクト終了後現在に至るまで解決されていないことが現地

調査を経て確認された。この観点から、事後評価調査団で上記状況調査の結果一覧を再度

分析したところ、「問題があるものの AO 法顕微鏡を使用している」と回答していた病院・

医療施設の中でも、8 件程度はその後使用されなかった可能性が残る回答内容であった（AO

法を採用する方針を取られていない、異動・退職・留学などにより人員/スキル不足に陥っ

ている可能性がある、故障が修理されていない、AO 試薬等の消耗品・スペアパーツが入手

できていない）。 

この分析によれば、調査対象のうち多ければ 19 施設において、当時既に AO 法顕微鏡が

稼動しなくなっていた可能性がある。 

また、事後評価における対象市県の関係者への聞き取りによれば、予算不足（AO 方が主

流の検査法として位置づけられていないため予算措置優先度が低い）で消耗品が調達でき

ないケースが大半を占め(16 市県/17 市県)、また、試薬については予算があっても流通不足

で入手されない、電圧不安定でショートした際に部品が故障したまま修理や交換がされな

い（いくつかの州の修理を担当するゾーン拠点の人員不足やスキル不足、修理に必要なス

ペアパーツの流通不足）との報告も複数あった17。 

事前評価時点では、日本側関係者は「医療物品の調達関連部局に粘り強く働きかけて在

                                                  
14 ただし事後評価調査団で状況調査の結果一覧を再度確認したところ、48 箇所であった。 
15 こちらも同様に、事後評価調査団が結果一覧を再度確認したところ、8 箇所ではなく 11 箇所が稼動して

いないと回答している。 
16 故障した際に修理できない原因は、同国政府の修理担当機関の体制や技術が十分でないことに加え、顕

微鏡 1 台あたり約 2000 におよぶパーツを現地で取り扱う体制を構築できなかったことにある。詳細は後

述「3.4.2 カウンターパートの体制」を参照。 
17 これらの問題点については 3.4 持続性の項で詳述する。 
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庫を確保させる」「修理のための拠点や人材を強化すれば維持管理は可能である」といった

仮説（期待）を持っていたが、結果的には、政策面でのフォーカスが外れ、物品在庫・流

通の確保は関係者への働きかけだけでは実現せず、スペアパーツ不足により適切に修理が

なされない状況となってしまった。以上のことから、医療施設が AO 法用顕微鏡を維持管理

し、AO 法用消耗品を調達するための体制を確立させるには至らず、成果 4 は達成されなか

った。 

 

【環境マネジメントコンポーネント】 

 

本コンポーネントの目標は、コミュニティ主体のマラリア排水溝維持管理モデルを確立

することであった。そのためプロジェクトでは、対象となる排水溝と対象コミュニティを

選定し、清掃・維持管理のためのコミュニティ活動を支援し環境整備体制を確立すること

を計画した。 

 

5）成果 5 ダルエスサラーム市の既存のマラリア排水溝が清掃される 

プロジェクトでは、ダルエスサラーム市内でマラリア蚊の発生源となっている排水溝の

うち 2 つの排水溝を対象とし、下表の通り清掃を実施した。当初は住民自身による清掃を

予定していたが、対象となる排水溝の規模やゴミの蓄積量が想定を大きく上回ったため、

プロジェクト資金により重機による清掃を外部委託することとなった。 

表 4 成果 5 の達成状況 

指標* 実績 

プロジェクト期間中に清掃され

たマラリア排水溝の距離 

1.7km (Mtoni 区) 

2.1km (Magomeni 区) 

出所：終了時評価調査報告書（2007 年 8 月）および英文 Final Report（2008 年 1 月）に基づき事後評価調

査団作成。 

* 計画時～終了時において、各指標の計画（目標）数値は設定されていなかった。 

このことから、「清掃される」という成果目標自体は達成されたと評価できる。ただし結

果的に、日本の資金を投入し、業者が重機をつかって清掃を実施することとなり、本プロ

ジェクトの支援によるコミュニティ中心の活動実績がモデルとして広く展開されることを

指向した当初の意図からは逸れてしまった。 

 

6）成果 6 ダルエスサラーム市のコミュニティがハマダラ蚊対策のための環境整備

を実施する体制が確立する 
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プロジェクトでは、対象のコミュニティが環境整備を実施する体制を確立させるために、

コミュニティリーダーやコミュニティ住民を巻き込んだ啓発活動を実施した（下表参照）。 

表 5 成果 6 の達成状況 

指標* 実績 

保健・衛生教育セミナーに参加

し、得た知識をコミュニティに

広げる活動を実施したコミュニ

ティーリーダー (Wajumbe) の

数・割合 

 コミュニティリーダー会合： 

18 回開催（リーダー550 人参加） 

 コミュニティ全体会合： 

10 回開催（コミュニティメンバー4000 人参加） 

 コミュニティ内リソースパーソン（CORPs）による

会合や訪問を通じて啓発：109,164 人 

出所：終了時評価調査報告書（2007 年 8 月）および英文 Final Report（2008 年 1 月）に基づき事後評価調

査団作成。 

* 計画時～終了時において、各指標の計画（目標）数値は設定されていなかった。 

またプロジェクトが当該活動の実績をもとに作成した「Best Practice」文書によれば、こ

うしたコミュニティの巻き込み活動は成功し、重機による排水溝清掃にあわせてコミュニ

ティ住民による清掃活動が大々的に実施され、環境が整備された。 

しかしながら、同「Best Practice」文書やフォローアップ調査報告書にも一部指摘されて

おり、また事後評価調査においても現場視察によって確認された通り、清掃活動実施後し

ばらく後に、またコミュニティ住民が排水溝への廃棄物投棄を再開したこと等が原因で、

プロジェクト実施期間中に、清掃実施前の悪条件に戻ってしまった排水溝があった。この

原因は、ダルエスサラーム市役所関係者によれば、排水溝が流れこむ先の河川が滞留して

いる（重機を使った土木工事による河川清掃等の対処が定期的になされていない）ため排

水溝清掃をしても環境が改善されず清掃や環境維持に意味が無いと住民が思ってしまうこ

と、ゴミ処理システムが機能していないため住民が廃棄物を投棄する場所がないこと、等

である。 

こうした制約事項はプロジェクトにより制御しきれる事項ではないが、「コミュニティが

環境整備をするための体制が確立する」という成果目標は、実際に環境維持のコミュニテ

ィ活動が短期間しか実施されていないことから、客観的に確認できない（体制構築のため

の取り組みを実施したことは認められるが、体制が「確立した」と認められる証拠がない）

と指摘せざるを得ない。 

 

3.2.1.2 プロジェクト目標達成度 

1）プロジェクト目標 1 医療施設で、実証済のマラリアのケースマネジメント（マラリ

ア看護と診断）が向上する 
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【マラリア看護コンポーネント】 

指標① 看護師のマラリア看護に関する知識、態度、実技能力が向上する 

指標② マラリア診断サービス、入院患者に対する看護、入院・外来患者の教育に

関する患者の満足度が向上する 

指標③ 研修モデルの政府による認知、プロジェクト活動の県予算への組み込みな

ど、プロジェクト活動が制度化される 

※ 計画時～終了時において、各指標の計画（目標）数値は設定されていなかった。 

成果 1 および成果 2 の項で確認したとおり、看護師のマラリア看護に対する知識、態度、

実技能力は向上したと考えられ、また、患者の満足度も向上したと示唆される調査結果が

得られている。 

また、プロジェクトで作成された教材はNMCPの公式資料集に採用された。プロジェクト

実施中の調査によれば、各県での研修予算計上については、調査対象 46 県のうち 21 県で

確認されている（2007/2008 年度予算）。事後評価調査において実施したNMCP関係者に対す

る質問票や聞き取り調査によれば、本プロジェクトが確立した研修モデル 18はNMCPの新た

な中期戦略計画においても全国に展開する旨が記載され進められており、米国等他ドナー

の資金や同国政府独自予算により、このカリキュラム・マテリアル類での研修が続けられ

ている。市・県への質問票調査では、継続実施状況にはばらつきが見られたものの、ドナ

ー資金の供与等により予算が確保できれば広く展開される状況にあることから、本プロジ

ェクトの活動はほぼ制度化されていると言える。上述したように、カスケード方式を取り

入れたことにより、タンザニア側の人的・資金的な主体性を引き出すことに成功した。 

以上のことから、マラリア看護に関しては、プロジェクト目標はほぼ達成されたと言え

る。 

 

【マラリア診断コンポーネント】 

指標④ マラリア診断検査の精度が向上する 

指標⑤ マラリア検査結果が医師の診断に活用される度合いが高まる 

※ 計画時～終了時において、各指標の計画（目標）数値は設定されていなかった。 

成果 3 および成果 4 の項で確認した通り、プロジェクト実施中の研修直後においては検

査精度の向上・活用度合いの向上などの効果発現が確認されたが、その後プロジェクト終

                                                  
18 研修「モデル」として、研修教材、カスケード型研修システム、研修およびモニタリングのカリキュラ

ム、継続的な研修実施のための予算情報等が含まれたパッケージ全体が NMCP に認知され、継続的に活用

されている。 
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査精度の向上・活用度合いの向上などの効果発現が確認されたが、その後プロジェクト終

了時点までで既に、少なくともおよそ 10～20 施設で活用に支障が出ていた。 

以上のことから、マラリア診断に関しては、プロジェクト目標は達成されなかったと言

える。 

 

2）プロジェクト目標 2 ハマダラ蚊生息地域を減少させるための持続的環境マネジメ

ントモデルが確立される 

【環境マネジメントコンポーネント】 

指標⑥ ダルエスサラーム市のハマダラ蚊生息地が減少する 

※ 計画時～終了時において、当指標の計画（目標）数値は設定されていなかった。 

マラリア蚊の生息については、本プロジェクトと幼虫駆除剤を利用した事例とを比較し

て住民のマラリア感染率の差を分析した報告書19によれば、本プロジェクトで実施した排水

溝清掃のアプローチが統計的に有意な効果を示した。また、本事業での清掃実施前や本事

業で清掃していない他の排水溝区域と本事業で清掃した区域との比較分析で、マラリア感

染率が減少したとの結果も出ている。 

これらのことから、本プロジェクトが資金を手当てして重機を使った清掃をした後一定

の期間は、マラリア蚊が減少した可能性が高い。しかしながら同報告書および事後評価時

の聞き取りによれば、清掃した 2 区画のうち 1 区画は、同地区における維持管理関係予算

が少額にとどまり、また同予算が公衆衛生部門ではなくエンジニアリング部門に計上され

たことからマラリア蚊対策に必要な維持管理事業が十分に実施されず、結果的に、プロジ

ェクトによる清掃実施後ほどなくして再び廃棄物が投棄される状況に戻っていたという指

摘もある20。 

また、プロジェクト目標としては「マネジメントモデルの確立」までを目指していた。

プロジェクト終了後の NMCP 中期計画（2008-2013）では、本プロジェクトの取組みを「Best 

Practice」と指摘し、他都市圏への適用を進める方針が記載されている。しかし事後評価で

の聞き取り調査によれば、コミュニティによる環境管理は、河川や排水溝の土木工事、廃

棄物管理（特にゴミ収集）との協調しないまま単独では成り立たない。現状ではそうした

省庁間（市役所レベルでは部署間）の調整ができる環境が整っていないため、そうした課

題を解決することなしにはこのモデルは実際に運用されえないとの見解が複数の NMCP 関

                                                  
19 Marcia Caldas de Castro (Department of Global Health and Population, Harvard School of Public 
Health) “Environmental Management of Anopheles Breeding Sites in Dar es Salaam ~ Phase III: 
Evaluatoin of EM Activities – Final Report –“ October, 2008 
20 同報告書によれば当該区画の清掃実施後 1 年 5 ヶ月を経過した 2008 年 8 月時点で、排水溝やその近辺

に廃棄物が投棄されている様子が報告されている。事後評価においても当該現場を視察し、同様の状態で

あることを確認した。 
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係者やダルエスサラーム市公衆衛生担当官から示された。こうした問題は本プロジェクト

の事前評価時から既に認識されており、プロジェクトを通じて改善が期待されていたが、

十分な成果は生み出せなかった。結果として当該モデルが一地区においては実際に機能し

続けなかった結果を鑑みると、土木事業と廃棄物管理の担当省庁・部局との調整やアドボ

カシー支援をも含めて実施することが望ましかったと考えられる。 

以上のことから、プロジェクト目標 2 は一部対象区画の排水溝について部分的に達成さ

れたが、モデルの確立は達成されなかったと言える。 

以上を総合すると、マラリア看護コンポーネント（指標①~③）を概ね達成したものの、

マラリア診断コンポーネント（指標④、⑤）および環境管理コンポーネント（指標⑥）に

ついては計画した成果を十分に上げていないため、プロジェクト目標全体としては一部達

成されていないと評価される。 

 

3.2.2 インパクト 

3.2.2.1 上位目標達成度 「マラリアによる死亡率が減少する」 

1）指標 1 マラリア死亡率(国全体) 

※ 計画時～終了時において、当指標の計画（目標）数値は設定されていなかった。 

マラリア死亡率は、正確に測定するのが非常に難しい統計であると言われている21。同国

のマラリア死亡率データも、情報ソースによってばらつきがある。事後評価時点で NMCP

が実施している「NMCP モニタリング評価計画 2008-2013」でも、国全体のマラリア死亡率

は指標として採用されていない22。下表のように、WHO のデータによればマラリア死亡者

数およびその総人口比は減少傾向を示している。 

表 7 タンザニアのマラリア死亡者数・死亡率の推移 
年 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
人口 

（千人） 
35,306 36,232 37,188 35,922 36,588 36,766 37,445 39,384 40,213 41,049 

マラリア 
死亡者数 
（報告数） 

- 1,228 8,15 15,251 19,859 18,322 20,962 12,593 12,434 840

マラリア 
死亡率 

（10 万人当たり） 
- 3 2 42 54 50 56 32 31 2*

出所：WHO World Malaria Report 2010 および US Bureau of the Census より評価調査団作成 

                                                  
21 たとえば WHO “Malaria deaths are the hardest to count”, Bulletin of the World Health 
Organization, Volume 84, Number 3, March 2006 
http://www.who.int/bulletin/volumes/84/3/news10306/en/  
22 動態調査対象に指定された特定箇所でのみ、マラリア死亡率を捕捉することになっている。参考までに、

同計画においては、「総死亡者数に占めるマラリア死亡率」の削減目標は、2009 年 12%、2011 年 8%、2013
年 6%と設定されている。 
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ただし、マラリア死亡率の低減に対して本プロジェクトの貢献度を測る事は困難である。

事後評価調査団による NMCP 関係者からの聞き取りにおいても、このことは再三指摘され

た。マラリア対策全体としては、本プロジェクトが取り組んだ分野の他にも、長期残効型

蚊帳 (Insecticide-Treated Nets: ITN)の配布、殺虫剤屋内残留噴霧 (Indoor Residual Spraying: 

IRS)の奨励、アーテミシニン誘導体多剤併用療法(Artemisinin-based Combination Therapy: 

ACT) の普及といったアプローチが多くのドナーの支援によって大規模になされている。ま

た、マラリア診断においては前述のとおり RDTs が本プロジェクト実施期間に主流となり、

環境マネジメントにおいては、近年は幼虫駆除剤散布に焦点を置いている。本プロジェク

トによるマラリア看護研修や AO 法導入の効果波及に関しても、17 市県といった数少ない

対象での活動から、国全体の指標への貢献度を測定するのは至難の業であろう。プロジェ

クトの効果が実施機関修了後も持続しているマラリア看護コンポーネントは、マラリア死

亡率の減少に様々な側面から貢献していると推測される。特に、本コンポーネントは ACT

の着実な普及を促進する取り組みという側面も有しており、一般論として、ACT の普及拡

大を通じてマラリアによる死亡率の低下に貢献していることはほぼ間違いない。しかしな

がら、その度合いに関しては、計測するための条件（マラリア死亡率に影響している他の

条件の洗い出しやその影響度の把握、あるいは対象地域のベースラインデータ・状況が類

似した比較対照群データの収集）を整えられないことから評価を下すことは不可能である。

また、本プロジェクトでは指標に対して目標が設定されておらず、ベースラインをどのよ

うに認識しどの程度の効果を生み出そうとしたかも明らかではないため、その観点からも、

上位目標の達成度は評価できない。 

なお、マラリア診断と環境管理は、プロジェクト終了後は効果が持続していないため、

いずれにせよ上位目標の達成には十分貢献していないと推測される。 

 

2）指標 2 マラリア死亡率(ダルエスサラーム市) 

※ 計画時～終了時において、当指標の計画（目標）数値は設定されていなかった。 

ダルエスサラーム市におけるマラリア死亡率の時系列データは、本事後評価調査では入

手できなかった。事後評価調査におけるダルエスサラーム市関係者への聞きとりによると、

上述した「NMCP モニタリング評価計画（NMCP Monitoring and Evaluation Plan） 2008-2013」

によって近年ようやく信頼に足るデータが揃ってきた状況である（2010 年のマラリア死亡

者数は、1182 名であった）。 

 

本プロジェクトの実施により一定の効果発現が見られ、有効性・インパクトは中程度で
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ある23。プロジェクト目標については、指標④～⑥について一部達成に問題があったものの、

指標①~③については達成された。上位目標の達成状況については、目標に対する達成度の

比較評価および本プロジェクトの貢献度を測定することは不可能であるが、マラリア看護

コンポーネントにおいては一定の効果発現が見られるものの、他２つのコンポーネントに

おいては、効果発現は限定的であると推測される。 

3.3 効率性（レーティング：②） 

3.3.1 インプット 

投入要素 計画 実績（終了時） 

（1）専門家派遣 ・長期 1 名（マラリア対策アド

バイザー） 

・短期 5 名（マラリア看護、顕

微鏡維持管理、マラリア診断、

ケースマネジメント調査、環境

マネジメント） 

・長期 1 名 

 

・短期 6 名（マラリア看護、顕

微鏡維持管理、マラリア診断、

教材開発、コミュニティ開発、

プロジェクト調整/研修調整） 

（2）研修員受入 なし なし 

（3）第 3 国研修 なし なし 

（4）機材供与 AO 法顕微鏡、ソーラー電源 AO 法顕微鏡、ソーラー電源 

協力金額合計 合計 2 億 2,718 万円 合計 2 億 9,034 万円

相手国政府投入額 金額不明（日本側負担分以外の

研修費用、顕微鏡アパーツ・消

耗品費） 

金額不明（日本側負担分以外の

研修費用、顕微鏡スペアパー

ツ・消耗費） 

 

3.3.1.1 投入要素 

プロジェクト完了時の資料によれば、日本人専門家の投入はほぼ予定通り行われた。た

だし業務調整専門家はプロジェクトの運営状況（日本人長期専門家への業務負荷の大きさ）

を踏まえて、プロジェクト実施中に追加投入されたものであった。同専門家によれば、地

方展開型の本プロジェクトの実施を進めるにつれてロジスティック業務が膨大となり、初

年度は現地スタッフの活用に務めたものの、結局プロジェクト 2 年目に現地採用の日本人

                                                  
23 JICA が提供している事後評価のガイドライン（正式文書名は「事後評価レーティングのスキーム間共

通化：サブレーティングの視点」）では、プロジェクト目標の達成度を目安として、50~80%達成の場合は

②、それ未満は①とするよう定めている。本プロジェクトは、各プロジェクト目標の達成度を定量化する

ことは上述の通り困難であり、またお互いに独立した 3 コンポーネント・２つのプロジェクト目標で構成

されているという特徴を有していたため、単純に従来の評価基準を適用することはできなかった。評価者

は、マラリア看護コンポーネントが目標を概ね達成している上に一定のインパクト発現が推測されること、

ならびにマラリア診断コンポーネントと環境マネジメントコンポーネントにおいてもプロジェクト終了時

までに部分的に効果を発現した（プロジェクト終了時点で、60%の顕微鏡は活用されており、対象の排水

溝の一部ではハマダラ蚊生息地域が減少していた）ことを踏まえ、初期に目標としたことの少なくとも半

分程度は達成したと判断した。 
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スタッフを確保して窮地を脱せざるを得なかった。 

本プロジェクトのように、複数コンポーネントから構成され、カウンターパートが複数

の組織・部局にまたがり、全国各地を対象とした活動がある場合、プロジェクト開始前に

業務量を見積もるのは困難であったとも考えられる。しかしながら、同長期専門家が指摘

するように、プロジェクトの類型として「組織・システム強化と全国展開型のプロジェク

ト」は調整業務の量が比較的多くなると考えるのが自然であること、および、アフリカ地

域では中間マネジメントの業務を適切にできる現地人材の確保が難しいことから、本来で

あればプロジェクト開始時から業務調整員が投入されるべきであったと言える。 

また本プロジェクトは、現地活動費 1 億 3,500 万円のうち 23%にあたる 3,100 万円が機材

分であり、その大部分が AO 法顕微鏡関連機器であった。同顕微鏡の現在の活用状況を鑑み

た場合、費用対効果が悪い投入であったと言える。スペアパーツや試薬の供給体制強化や、

修理のためのゾーン拠点への研修追加実施といった投入を増やす必要があった。 

3.3.1.2 協力金額 

計画金額 2 億 2,718 万円に対して実績金額 2 億 9,035 万円であり、計画を上回った（計画

比 128%）24。 

3.3.1.3 協力期間 

計画 36 ヶ月に対して実績 36 ヶ月であり、計画通りとなった（計画比 100%）。 

 

以上より、本プロジェクトは、成果の産出に対し、協力期間は計画通りであったが、投

入要素の一部が不適切であり、協力金額が計画を若干上回ったため、効率性は中程度であ

る。 

  

3.4 持続性（レーティング：②） 

3.4.1 政策制度面 

同国の保健セクター戦略計画(Health Sector Strategic Plan) III (2009-2015)によれば、マラリ

ア対策の重要性は依然として強調されている。ただし ITN 配布や IRS に力点が置かれてお

り、マラリア看護・マラリア診断に関する具体的方法論等については言及がない。媒介動

物対策としての 環境マネジメントそのものは拡大していく方針であるが、具体的な手法と

してコミュニティによる排水溝清掃等の記載は無い。 

NMCP 中期計画（2008-2013）では、マラリア看護・マラリア診断も依然として優先課題

の一つである。マラリア看護研修については、適切な処置のための研修をさらに全国の末

                                                  
24 事後評価調査において計画時の金額内訳が入手できなかったため、差異の理由については分析できなか

った。 
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端保健施設レベルに展開する旨が明記してあり、NMCP への聞き取りによれば、本プロジ

ェクトのパッケージをほぼそのまま活用する（投薬の推奨品目などの微細な内容更新が施

された）こととなっている。 

マラリア診断手法については RDTs の普及に重点が置かれている一方で、AO 法診断は明

記されていない。その他の顕微鏡診断法とともに、適切な状況では顕微鏡を活用する旨が

記されているにとどまっている25。事後評価調査において聞き取りをした NMCP 関係者や

市県の医務官・検査技師の見解としては、たとえ RDTs が普及したとしても AO 法診断は同

国のマラリア対策に大変有用かつ必要であるとの声26が多く聞かれたが、少なくとも現在の

中期計画では政策上のプライオリティから外れたと考えられる。 

環境マネジメントについては、「ダルエスサラーム市におけるベストプラクティスを都市

部に適用していく」という方針が盛り込まれている。同市の保健担当官（同計画の策定プ

ロセスに参加しこの方針を盛り込んだ本人）によれば、これは本プロジェクトで取りまと

めたアプローチを含んでいるとのことである。ただし同時に、上述の通り、河川や排水溝

の土木工事および廃棄物管理の事業と歩調を合わせて予算確保・計画のすり合わせなどを

していかなければ、実現は難しいとの指摘もなされた。環境マネジメントにおいて具体的

に焦点が当たっている手法は、普及が容易で効果が見えやすい幼虫駆除剤の散布である。 

3.4.2 カウンターパートの体制 

同国のマラリア対策においては、NMCP が引き続き政策遂行の中心組織であり続けてい

る。NMCP の組織体制としては、現在の中期計画においてもプロジェクト実施期間中と同

様に、ケースマネジメント（診断と看護を含む）は主要２戦略ユニットのうちの一つであ

り、もう一方のマラリア予防ユニットに環境マネジメントについての担当チームが置かれ

ている。 

本プロジェクトのマラリア看護研修を展開していくための体制については、適切な体制

が確保されている。たとえば看護研修の教材は、NMCP が中心となって MOH の研修局等と

連携しながら、プロジェクト終了後に 1 度、処方薬の薬種・判断手順等の改訂がなされた。

また研修自体は MOH 配下の各ゾーンの研修機関のプログラムに組み入れられて実施され

ている27。同国の階層的な保健行政システムを踏まえたカスケード方式を採用したことが、

体制面での持続性確保に貢献している。 

マラリア診断については、AO 法顕微鏡の消耗品やスペアパーツの調達体制が整っていな

                                                  
25 事後評価における聞き取り調査によれば、同中期計画策定の過程においても、AO 法については他の手

法に比べて十分に議論されることも強調されることもなかった。 
26 その理由として、AO 法が他の方法に比べて迅速性や正確性に優れていることが強調されていた。また、

RDTs は同様に迅速な診断が可能であるが、本来は RDTs の検査結果を受けて AO 法で詳細な検査をする

等、両手法を適切に組み合わせる必要性も指摘された。 
27 事後評価における聞き取り及び質問票調査によれば、研修実施の頻度は県や市によってまちまちである。

本プロジェクト対象試験の 17 市・県のうち、適切な頻度（1-2 年おき）で研修を実施できている市・県、

必要十分には継続できていない市・県、プロジェクト終了後まったく実施できていない市・県がほぼ 1/3
ずつであった。本プロジェクト対象市・県以外へは米国大統領マラリア・イニシアティブ（President's 
Malaria Initiative: PMI）の資金により展開されている最中である。 
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いことが最大の問題である。本来、マラリア対策のような基礎的な保健医療サービスにつ

いては、原則的・一般的には公的資金によって提供されるべきものであるが、本プロジェ

クトは同国における AO 法が政府の実質的なコミットメントを得る前段階で普及を促進し

ようとするものであったため、当該顕微鏡や関連製品群の市場流通等にも配慮する必要性

が計画時点から認識されていた。同国では、医療機器の消耗品・スペアパーツ確保は医療

品調達局（Medical Store Department: MSD28）の担当であり、本プロジェクトは開始以前から

実施期間中まで継続して AO 法顕微鏡の消耗品・スペアパーツの確保を働きかけてきた。た

だし、同国では AO 法顕微鏡の市場が小さいこと、現在の NMCP 中期計画では政策上のプ

ライオリティが置かれていないこと等から、独立運営を求められている MSD としては AO

法顕微鏡関連商品を揃えるインセンティブが持続していないようである（AO 法診断以外へ

の転用が利かない商品を確保しておくコスト、自国内で流通していない商品を取り寄せる

コスト等が大きい）。また故障時の修理も十分に行き届いておらず、ゾーンごとの修理機関

における人員体制確保が課題である。さらには各医療施設においても、プロジェクト実施

中に技術を修得した検査技師が異動・退職・留学等する場合に他の担当者に引き継がれて

いないという事例も複数報告されており29、研修体制も不十分であると言える。 

ダルエスサラーム市の環境管理については、マラリア排水溝を含む環境管理を実現する

には、重機を使った排水溝清掃や排水溝が流れ込む河川の状況維持・改善工事、さらには

廃棄物管理システムの構築が必須であり、これら事業を管轄する省庁間・（市役所内の）部

局間が協調できる体制にはなっていない。またこれらの事業が適切になされないことが制

約事項となっているため、コミュニティによる環境管理の活動は停滞しており、したがっ

て本プロジェクトが構築した体制が実際に事後評価時点も有効かどうかは不明である。 

3.4.3 カウンターパートの技術 

マラリア看護研修については適切な技術水準が確保されている。手法・薬品の進歩によ

る研修内容の更新は、これまでも NMCP 関係者自身で実施できているため、今後も技術的

には自律的に実施できる可能性が高い。本プロジェクトの支援により作成された研修マテ

リアル類を政府刊行のシリーズの一部と位置づけたことも、政府事業として技術が維持さ

れる状況づくりに貢献している。 

AO 法診断については、技術的な持続性にも問題がある。研修を担う講師人材が育成され

ておらず、また上記の通り研修あるいは診断体制も整っていないため、将来的に AO 法顕微

鏡を再活用する機運が高まった場合でも技術（診断、メンテナンス、修理）の継承がなさ

れない可能性が極めて高い。また、事後評価調査における NMCP への聞きとりでは、末端

の医療施設では複数の診断法を状況に応じて使い分けるキャパシティが無いケースも多い

という指摘があった。NMCP によるガイドラインにおいては依然として、RDTs を基本的な

マラリア診断手法としつつも、より精密な検査が必要な患者には顕微鏡診断を用いるよう

推奨されている。末端の医療現場で AO 法診断が適切に活用されるためには、現場でのキャ

                                                  
28 医薬品や医療機器・消耗品の調達・保管・分配を担う MOHSW 配下の部局である。ただし運営は MOHSW
から独立している。 
29 事後評価における聞き取り及び質問票調査による。 
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パシティ不足も大きな足枷となっている。 

環境マネジメントについては、技術的には持続性があると考えられる。事後評価調査で

は、ダルエスサラーム市が現在も本プロジェクトの成果物（ベストプラクティス文書や、

コミュニティ住民啓発用のパンフレット）が適切に保管されていることが確認された。同

市担当官によれば、これらはいつでも増刷し配布できるようになっている。またコミュニ

ティの体制づくりのための啓発活動は、プロジェクト実施期間中から既に現地カウンター

パートを中心に実施されてきたため、今後展開する際に必要な個々の技術は十分にあると

言える。ただしそれらの技術が有機的・持続的に活用されるための仕組み（トレーニング

等）は事後評価時点では機能していない。 

3.4.4 カウンターパートの財務 

マラリア看護については、NMCP の研修展開計画に必要な予算に対して同国政府の自己

資金は不足している。しかしこれは、同国のマラリア対策全般における傾向であり、GFATM

を中心としたドナーからの支援を受けながら事業を推進することが常態となっている。 

ここ数年はその傾向がさらに強まっており、2009 年に GFATM への資金援助申請のため

に同国政府が取りまとめた予算ギャップ分析によれば、2006-2007 年度は 520 万米ドルだっ

たマラリア対策予算が、翌年度 2007-2008 年度には 280 万米ドル、2008-2009 年度には 200

万米ドルに削減された。その一方で GFATM からは、2008～2013 年にかけての RDTs や ACT

の普及活動等に 5,250 万米ドル、2008～2011 年にかけての妊産婦向けバウチャー（クーポン）

普及や啓発活動に等に 5,980 万米ドル、2009～2014 年にかけての長期残効型蚊帳（Long 

Lasting Insecticidal Nets: LLINs）配布やモニタリング評価能力強化活動に 1億 1,330万米ドル、

2010～2015 年にかけての ACT 普及や在宅マラリア治療の推進等に 1 億 7,360 万米ドルとい

った資金援助を受けている30。 

当面は GFATM を中心とした各ドナーからの支援でマラリア対策事業は十分に継続でき

る見通しであるが、政策・技術面で GFATM が注力する分野に集中しがちであるという特色

を持つ。 

事後評価調査による NMCP 関係者への聞き取りによれば、既に本プロジェクトのモデル

による看護研修の全国展開の予算を GFATM に申請しており、承認される見通しを持ってい

るとのことである。 

マラリア診断および環境マネジメントについては、上述のとおり政策上の担保や省庁間

（部署間）調整の実現がなされていない状況であり、したがって財務的な裏付けも無い。 

3.4.5 効果の持続状況 

以上のように、マラリア看護研修は効果が持続する見込みであるが、マラリア診断は問

題が絡み合っており現状のままでは本プロジェクトの効果は消失してしまうことが懸念さ

れる。 

                                                  
30 これらの予算・資金情報は、米国 PMI の Malaria Operational Plan 2011 年度版によった。 
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ただしマラリア診断については、AO 法診断の調達環境が整わない原因の一つが同国にお

いて市場が小さいことを鑑みると、将来的にビジネスベースで民間医療施設を含めて市場

が広がることにより、再度普及が活性化する可能性もある旨を指摘しておきたい。現地関

係者によれば、AO 法は迅速性・正確性という点で有用な診断技術であるため、同国の維持

管理環境に適した頑丈・簡易・安価な顕微鏡が持ち込まれれば、私立病院に普及する可能

性は小さくないと目されているようである31。もちろん、まず入念な事業化調査を実施する

必要はあるが、このように小さな技術的イノベーションで普及に弾みがつく可能性も残っ

ているため、民間セクター等、より広い範囲の日本側関係者を巻き込んだ試行錯誤に期待

したい。 

環境マネジメントは、直接の効果が維持できていない。河川や排水溝の状況改善および

廃棄物管理システムの構築等の条件が揃った際には、再びコミュニティの体制構築という

効果が発現する可能性はあるが、いずれにせよ継続した調整と予算措置がなければ、効果

の持続は覚束ないと推測される。 

 

以上より、本プロジェクトは、マラリア看護コンポーネントによって発現した効果は財

務状況に関する若干の懸念を除いて持続性が高い一方で、マラリア診断コンポーネントお

よび環境マネジメントコンポーネントについては、政策制度面／カウンターパートの体制

／技術／財務状況それぞれに問題があり、総合的な持続性は中程度である32。 

 

4．結論及び教訓・提言 

4.1 結論 

本プロジェクトは、同国の保健・マラリア政策、開発ニーズ及び我が国の援助政策と整

合しており、妥当性は高い。マラリア診断と環境マネジメントの両コンポーネントは一部

プロジェクト目標の達成が不十分であったものの、マラリア看護コンポーネントについて

は達成された。一方で上位目標については、計画との比較評価および本プロジェクトの貢

献度を測定することはできないが、マラリア看護コンポーネントは貢献をしているものの、

マラリア診断コンポーネントおよび環境マネジメントコンポーネントは十分に貢献してい

                                                  
31 MOHSW や NMCP におけるマラリア診断部門の関係者からの聞き取りによれば、民間の施設でも AO 
法を始めたいという要望はプロジェクト計画時より聞かれており、診断の正確性と迅速性が向上すること

は病院の評判や効率性を高めるため、経営的観点からもニーズが大きいと期待できるとの指摘があった。

また、AO 法診断が私立の医療機関で活用されていない主な理由は、顕微鏡が高価であること・電力供給

の不安定さに起因して故障しやすいこと、スペアや消耗品を調達できないこと、AO 法診断の研修が制度

化されていないこと、等の見解が示された。 
 
32 JICA のガイドラインは、持続性については定量的な目安を提供しておらず、「関係する政策・制度／現

地関係機関の体制／技術／財務状況の一部に問題がある」場合は②、「問題がある」場合は①とレーティン

グするよう定めている。評価者は、マラリア診断と環境マネジメントの両コンポーネントの持続性は低い

と判断する一方で、マラリア看護コンポーネントの持続性は十分に高いと期待できる（しかもプロジェク

トは効果の自律的継続・発展を担保する明確な意図を持って各種の工夫を組み込んできた）ことから、プ

ロジェクト全体としては、部分的には持続性を担保することに成功したものと判断した。 
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ないと推測される。したがって有効性・インパクトは中程度である。協力期間は計画内に

収まったが、業務調整員の投入が遅れる等、投入要素の一部が不適切であり、協力金額が

計画を若干上回ったため、効率性は中程度である。マラリア看護コンポーネントで発現し

た効果は持続性が高いが、他の２コンポーネントは政策制度／体制／技術／財務それぞれ

に問題があるため、総合的な持続性は中程度である。 

以上より、本プロジェクトの評価は、一定の効果発現が見られたが、一部課題があると

いえる。 

4.2 提言 

4.2.1 カウンターパートへの提言 

4.2.1.1 マラリア看護コンポーネント 

マラリア看護研修については、適切な技術水準と推進体制は確保されているが、全国へ

の展開という観点からは、定期的に研修を継続できている市県と採用看護師数に比べて研

修実施頻度が十分でない市県があるなど、まだ地域によって進捗にばらつきが見られる。

引き続き国レベル・各市県での予算を確保し、当プロジェクトの成果を有効活用し全国へ

の展開を進めることが望まれる。 

4.2.1.2 マラリア診断コンポーネント 

1）消耗品やスペアパーツの調達環境整備に向けた MSD への働きかけ 

AO 法顕微鏡の消耗品やスペアパーツの調達体制が整備されていないことが最大の課題

である。MSD に対する働きかけを継続することが望まれる。また、私立病院への AO 法診

断普及も間接的にはこの問題の解決に寄与することが期待される。広く民間からも出席が

可能な AO 法診断の紹介セミナーなど、政府が可能な普及活動を模索することが望ましい。 

2）適切な診断法選択のための医療施設へのモニタリングと指導の徹底 

末端医療施設において、適切な診断方法が選択されていない。戦略計画上の顕微鏡診断

の位置づけ（RDTs との併用）を現場に浸透させるべく、NMCP からの継続的なモニタリン

グと指導を徹底することが望ましい。 

3）将来の再活用に向け顕微鏡の保管 

上述した諸事情から、現場で AO 法顕微鏡が活用できない事情は短期間で改善するもので

はない。しかしながら、マラリア対策における有効性・必要性が消失したわけではなく、

条件さえ整えば大いに活用できる資産である。将来の再活用に向けて、各医療施設が現在

使用されていない AO 法顕微鏡を適切に保管しておくよう徹底することが望ましい。 

4.2.1.3 環境マネジメントコンポーネント 

重機等を使った排水溝清掃や排水溝が流れ込む河川の状況維持・改善工事が適切になさ

れること、廃棄物管理システムが構築されることが、環境マネジメントの効果を発現され
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るための必須条件であるが、前述したように現状ではこの条件が満たされておらず、本プ

ロジェクトの効果の発現や持続を妨げている。これら事業を管轄する省庁間・（市役所内の）

部局間の協調実現に向けて、継続して働きかけることが望まれる。 

4.2.2 JICA への提言 

4.2.2.1. マラリア診断コンポーネント 

1）WHO への働きかけ 

同国のマラリア対策は、技術面・資金面で、GFATM の影響を強く受ける。NMCP 関係者

や現場の検査技師は、AO 法診断の有用性を理解し依然として普及させたいという意志を持

っているが、GFATM の方針に沿っていなければ政策として実現されることは難しい。

GFATM は WHO の勧告を踏まえて方針を定めるため、日本側では WHO に対して AO 法診

断の有用性・必要性を働きかけていくことが望まれる。 

 

4.3 教訓 

4.3.1 モニタリング・評価を意識したプロジェクト指標設定と実施運営 

本プロジェクトは、PDM に定義された指標が、必ずしも現実的なモニタリングや評価を

可能とするものではなく、またベースラインや目標値等、必要なデータが設定・収集され

ていなかった。それゆえ実施運営時には定量的な管理・モニタリングがなされておらず、

また事後評価においても一部制限が加わることとなった。 

したがって、プロジェクト設計時には、追跡可能な指標およびベースライン整備・目標

数値設定をしておく必要がある。また、モニタリング指標のデータ収集・管理はプロジェ

クト実施運営時から定期的に行っておく（プロジェクト活動に組み込んでおく）ことが望

ましい。また、相手国側にモニタリング評価をするキャパシティがある場合、あるいは強

化中である場合には、プロジェクトの設計・運営・評価に相手国政府の当該担当部署を巻

き込むことで、適切な指標設定やモニタリング・評価ができる可能性が向上する。 

4.3.2 相手国行政システムを踏まえた、段階型・包括的研修パッケージの有効性 

本プロジェクトのマラリア看護コンポーネントは、有効性・持続性の高いものであった

と評価できる。同国の階層的な保健行政システムを踏まえたカスケード研修方式を取り入

れたことにより、タンザニア側の人的・資金的な主体性を引き出した。 

また、このカスケード研修の実施可能性を高めるための各種工夫（モニタリングを含ん

だ研修カリキュラム、各市県が予算化するための標準予算案、研修マテリアルにおける「ロ

ーテク」活用、現地人材巻き込んだコンテンツ作り、研修マテリアルの政府刊行物化）も、

プロジェクトの効果発現やその持続性確保に貢献した。 

これらの一つ一つの工夫およびその総体としての段階的・包括的研修パッケージのあり
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方（その作成・普及プロセスを含む）は、マラリア看護研修という特定のイシューを超え

て広く適用可能なベスト・プラクティスである。 

4.3.3 市場性や維持管理の容易性への配慮 

本プロジェクトでは、AO 法顕微鏡の修理やスペアパーツ・消耗品調達の環境整備が中心

的な問題となった。本来、マラリア対策のような基礎的な保健医療サービスについては、

原則的・一般的には公的資金によって提供されるべきものであるが、本プロジェクトは同

国における AO 法が政府の実質的なコミットメントを得る前段階で普及を促進しようとす

るものであった。このような状況下で現地に市場の無い技術・製品を導入しようとする際

は、維持管理のための資機材・消耗品調達が課題となりうることが示された。 

本プロジェクトにおいては、計画段階からこれらの点が議論されていたが、それでも

「MSD に粘り強く働きかければ在庫を確保してもらえる」「修理のための拠点や人材を強

化すれば維持管理は可能である」といった仮説（期待）に依拠してプロジェクトが実施さ

れた。それらの仮説（期待）が実現するのは、MSD や民間ディーラーにおける在庫確保に

ついては、市場原理からすれば不自然な経済行動（「特別対応」で AO 法関連商品を揃えさ

せる）を継続して取らせることに成功した時であり、維持管理の技術については、修理技

術の研修効果が組織・制度として定着し、かつ、社会の中でその修理技術に対する一定の

需要があって自然に普及・維持される状況下であったと言えるが、いずれもプロジェクト

期間中～事後評価時点までには満たされなかった。また、政策的な後押しを得ることも想

定していたが、実現しなかった。本プロジェクトは計画当初より、これらの条件が全て満

たされる場合にのみ AO 法顕微鏡の普及が実現するという困難な状況での事業であったと

言える。協力事業において、相手国政府による十分な後押しが確約できない状況で新たな

製品やサービスを導入する場合は、その関連商品・サービス群の流通が持続する市場があ

るかどうか、そして導入しようとする社会のキャパシティは無理なく維持管理を継続する

ために十分か、といったことを慎重に見極めなければならない。 

 

 (以上) 
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